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(57)【要約】
【課題】樹脂製の外壁部分を備えたシリンダブロックに
おいて保温性を確保しながら剛性を向上させるとともに
外壁部分と金属部材との接触によるガルバニック腐食を
抑制することが可能なシリンダブロックを提供する。
【解決手段】シリンダブロック１は、本体部分２の外周
を取り囲む繊維強化樹脂製の外壁部分３と、外壁部分３
に取り付けられた金属部材７とを備えている。外壁部分
３は、本体部分２の外周を取り囲む内側層５と、当該内
側層５の外周を取り囲む外側層６とで構成されている。
外側層６に含まれる強化繊維の密度は、内側層５に含ま
れる強化繊維の密度よりも高くなるように設定されてい
る。金属部材７は、外側層６に接触するように外壁部分
３に取り付けられている。外側層６に含まれる強化繊維
は、電気絶縁性の強化繊維である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダが形成された本体部分と、
　当該本体部分の外周を取り囲む繊維強化樹脂製の外壁部分と、
　前記外壁部分に取り付けられた金属部材と
を備えたシリンダブロックであって、
　前記外壁部分は、前記本体部分の外周を取り囲む内側層と、当該内側層の外周を取り囲
む外側層とで構成され、
　前記外側層に含まれる強化繊維の密度は、前記内側層に含まれる強化繊維の密度よりも
高くなるように設定され、
　前記金属部材は、前記外側層に接触するように前記外壁部分に取り付けられ、
　前記外側層に含まれる強化繊維は、電気絶縁性の強化繊維である、
ことを特徴とするシリンダブロック。
【請求項２】
　前記外側層の平均厚さは、前記内側層の平均厚さよりも小さくなるように設定されてい
る、
請求項１に記載のシリンダブロック。
【請求項３】
　前記内側層は、中空粒子を含んでいる、
請求項１または２に記載のシリンダブロック。
【請求項４】
　前記金属部材は、前記外壁部分に締付力を与えるねじ部材が螺合するねじ孔が形成され
た筒状部材であり、
　前記外側層は、前記筒状部材の外周面の少なくとも一部に固着するように形成されてい
る、
請求項１～３のいずれか１項に記載のシリンダブロック。
【請求項５】
　前記内側層に含まれる強化繊維は、電気絶縁性の強化繊維であり、
　前記金属部材は、前記外側層および前記内側層の両方に接触するように取り付けられて
いる、
請求項１～４のいずれか１項に記載のシリンダブロック。
【請求項６】
　前記内側層における前記強化繊維の体積比率は、７０％未満である、
請求項１～５のいずれか１項に記載のシリンダブロック。
【請求項７】
　前記外側層は、電気絶縁性の強化繊維を含む樹脂からなるシートが当該外側層の厚さ方
向に積層されることによって構成されている、
請求項１～６のいずれか１項に記載のシリンダブロック。
【請求項８】
　前記電気絶縁性の強化繊維は、ガラス繊維、アラミド繊維およびバサルト繊維からなる
群から選択された少なくとも１種の繊維である、
請求項１～７のいずれか１項に記載のシリンダブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリンダブロックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車その他のエンジンの軽量化による燃費改善のために、シリンダブロックの一部を
樹脂で構成する技術が種々提案されている。
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【０００３】
　例えば、特許文献１には、シリンダを備えた金属製の本体部分の外側にそれぞれ繊維強
化樹脂製の内側層と外側層からなる２層構造の外側部分を備えたシリンダブロックが開示
されている。外側層には、炭素繊維が樹脂に含有され、内側層にはガラス繊維が樹脂に含
有されている。
【０００４】
　シリンダが形成された本体部分は、燃焼ガスへの耐熱性や、燃焼ガス圧への耐久性、ヘ
ッドボルト軸力に対する耐久性などが要求されているので、樹脂ではこれらの要求を満た
すことが困難である。そのため、本体部分は金属材料で形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１９－１５２２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に示されるシリンダブロックでは、外側層に金属部材が接触する場
合、例えば、外壁部分にインテークマニホールドなどのエンジン構成部品やセルモータな
どの補機をボルト締結するために金属製のボスなどの部材を取り付ける場合、またはシリ
ンダブロックが金属製の部分を含み、当該金属製の部分が外側層に接触する場合などでは
、外壁部分の外側層に含まれる炭素繊維が導電性を有するので、当該炭素繊維が金属部材
に接触する部分に水分が介在することによってサビ（いわゆるガルバニック腐食または電
食）が生じるおそれがある。そのため、炭素繊維が金属部材に接触する部分に絶縁層を形
成するなどの対策が必要となる。
【０００７】
　また、特許文献１のシリンダブロックでは、外壁部分の外側層の繊維密度が５０重量％
以上（５０～９０重量％）、内側層の繊維密度が６０重量％以上（６０～７０重量％）に
設定されており、外壁部分における厚さ方向全体にわたって繊維密度が高く設定されてい
る。そのため、外壁部分の厚さ方向全体において熱浸透率が高まり、シリンダブロック外
部へ熱が放出しやすくなるので、外壁部分の保温性を確保することが困難である。
【０００８】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、樹脂製の外壁部分を備えたシリ
ンダブロックにおいて保温性を確保しながら剛性を向上させるとともに外壁部分と金属部
材との接触によるガルバニック腐食を抑制することが可能なシリンダブロックを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明のシリンダブロックは、シリンダが形成された本
体部分と、当該本体部分の外周を取り囲む繊維強化樹脂製の外壁部分と、前記外壁部分に
取り付けられた金属部材とを備えたシリンダブロックであって、前記外壁部分は、前記本
体部分の外周を取り囲む内側層と、当該内側層の外周を取り囲む外側層とで構成され、前
記外側層に含まれる強化繊維の密度は、前記内側層に含まれる強化繊維の密度よりも高く
なるように設定され、前記金属部材は、前記外側層に接触するように前記外壁部分に取り
付けられ、前記外側層に含まれる強化繊維は、電気絶縁性の強化繊維であることを特徴と
する。
【００１０】
　かかる構成では、シリンダブロックの外壁部分は、内側層と外側層とからなる２層構造
で構成され、かつ、外側層に含まれる強化繊維は、内側層に含まれる強化繊維よりも密度
が高くなるように設定されている。これにより、外壁部分における外側層の剛性を向上さ
せることが可能である。それとともに内側層の強化繊維の密度を外側層と比較して相対的
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に低くすることによって内側層における熱浸透率を低下させ、本体部分から内側層への熱
伝達を抑制することが可能であり、これにより、シリンダブロックの保温性能の低下を抑
制することが可能である。
【００１１】
　また、金属部材は外側層に接触するように外壁部分に取り付けられ、外側層に含まれる
強化繊維が電気絶縁性の強化繊維であるので、炭素繊維のように導電性を有する強化繊維
と金属部材との間で発生するガルバニック腐食を抑制することが可能である。
【００１２】
　上記のシリンダブロックにおいて、前記外側層の平均厚さは、前記内側層の平均厚さよ
りも小さくなるように設定されているのが好ましい。
【００１３】
　外壁部分において外側層における強化繊維の密度が内側層よりも高く設定されているこ
とによって、外壁部分の重量が増大することが懸念されるが、上記のように外側層の平均
厚さが内側層の平均厚さよりも小さくなるように設定されているので、外側層は内側層よ
りも薄く形成され、シリンダブロックの重量増大を抑制することが可能である。
【００１４】
　上記のシリンダブロックにおいて、前記内側層は、中空粒子を含んでいるのが好ましい
。
【００１５】
　かかる構成では、内側層が中空粒子を含むことにより、外壁部分をより軽量化すること
が可能である。
【００１６】
　上記のシリンダブロックにおいて、前記金属部材は、前記外壁部分に締付力を与えるね
じ部材が螺合するねじ孔が形成された筒状部材であり、前記外側層は、前記筒状部材の外
周面の少なくとも一部に固着するように形成されているのが好ましい。
【００１７】
　かかる構成では、強化繊維の密度が高い外側層が筒状部材の外周面に固着することによ
り、ボルトなどのねじ部材の締付け力に対する外壁部分の強度を確保することが可能であ
る。
【００１８】
　上記のシリンダブロックにおいて、前記内側層に含まれる強化繊維は、電気絶縁性の強
化繊維であり、前記金属部材は、前記外側層および前記内側層の両方に接触するように取
り付けられているのが好ましい。
【００１９】
　かかる構成では、外側層だけでなく内側層に含まれる強化繊維も電気絶縁性の強化繊維
であるので、金属部材が外側層および内側層の両方に接触するように取り付けられている
場合でも、ガルバニック腐食を回避することが可能である。
【００２０】
　上記のシリンダブロックにおいて、前記内側層における前記強化繊維の体積比率は、７
０％未満であるのが好ましい。
【００２１】
　かかる構成では、内側層の保温性を確保することが可能である。
【００２２】
　上記のシリンダブロックにおいて、前記外側層は、電気絶縁性の強化繊維を含む樹脂か
らなるシートが当該外側層の厚さ方向に積層されることによって構成されているのが好ま
しい。
【００２３】
　かかる構成では、外壁部分を形成する際に外側層の厚さを容易かつ精度よく管理するこ
とが可能である。
【００２４】
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　上記のシリンダブロックにおいて、前記電気絶縁性の強化繊維は、ガラス繊維、アラミ
ド繊維およびバサルト繊維からなる群から選択された少なくとも1種の繊維であるのが好
ましい。
【００２５】
　これらの繊維は、いずれも電気絶縁性を有しており、金属部材との間におけるガルバニ
ック腐食を回避することが可能であり、しかも外壁部分を強化する強化繊維として十分な
強度を有し、かつ市場で入手しやすい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明のシリンダブロックによれば、樹脂製の外壁部分を備えたシリンダブロックにお
いて保温性を確保しながら剛性を向上させることができる。それとともに外壁部分と金属
部材との接触によるガルバニック腐食を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係るシリンダブロックの全体構成を示す分解斜視図である。
【図２】図１のシリンダブロックの拡大断面図である。
【図３】図１の外壁部分に用いられるガラス繊維樹脂のガラス繊維配合率と熱伝導率との
関係を4種類の算定方法によって示したグラフである。
【図４】本発明の変形例に係るシリンダブロックの拡大断面図である。
【図５】本発明の他の変形例に係るシリンダブロックの拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好ましい実施の一形態について詳述する。
【００２９】
　図１～２に示されるように、シリンダブロック１は、上下方向Ａに延びるシリンダ２ｂ
が形成された本体部分２と、当該本体部分２の外周を取り囲む繊維強化樹脂製の外壁部分
３と、外壁部分３に取り付けられた金属部材としてのボス部７とを備えている。シリンダ
２ｂの内周面は、シリンダライナ１３で覆われている。また、図１に示されるように、シ
リンダブロック１の本体部分２の下側Ａ２の端面には、クランクケース４が取り付けられ
ている。また、シリンダブロック１（本体部分２および外壁部分３の両方）の上側Ａ１の
端面には、シリンダヘッドＨがヘッドボルトによって固定されている。
【００３０】
　図１～２に示されるように、本体部分２は、上下方向Ａに延びる円筒状のシリンダ２ｂ
を形成する周壁２ａと、周壁２ａの外面から外方へ突出する底壁形成部２ｃと、複数のボ
ス部２ｄとを有する。本体部分２は、アルミニウム合金などの耐熱性および強度が高い金
属材料で形成されている。
【００３１】
　ここで、シリンダ２ｂを形成とは、周壁２ａとは別体に製造された円筒状のシリンダ２
ｂを、本体部分２を鋳造成型する際に鋳ぐるんで一体化することや、鋳造成型された本体
部分２を加工して円筒部を形成することを意味する。
【００３２】
　本体部分２の周壁２ａ、底壁形成部２ｃ、および当該本体部分２の外側を覆う外壁部分
３（とくに内側層５）によって、本体部分２の外周に冷却水Ｗを循環させるための冷却水
通路８が形成される。底壁形成部２ｃと外壁部分３（とくに内側層５）との間はパッキン
９によって封止されている。
【００３３】
　外壁部分３は、本体部分２の外周を取り囲む内側層５と、当該内側層５の外周を取り囲
む外側層６とで構成されている。
【００３４】
　内側層５および外側層６のうち少なくとも外側層６は、電気絶縁性を有する繊維強化樹



(6) JP 2021-80900 A 2021.5.27

10

20

30

40

50

脂で形成されている。本実施形態では、内側層５および外側層６の両方が電気絶縁性を有
する繊維強化樹脂で形成されている。
【００３５】
　電気絶縁性を有する繊維強化樹脂は、ガラス繊維、アラミド繊維およびバサルト繊維か
らなる群から選択された少なくとも１種の繊維である。
【００３６】
　外側層６に含まれる強化繊維の密度は、内側層５に含まれる強化繊維の密度よりも高く
なるように設定されている。
【００３７】
　例えば、外側層６に含まれる強化繊維の重量％は、アラミド繊維を用いる場合には３５
重量％、ガラス繊維を用いる場合には５４重量％程度が設定される。
【００３８】
　一方、内側層５に含まれる強化繊維の重量％は、ガラス繊維を用いる場合には３０重量
％が設定されている。なお、内側層５は、保温性向上のために中空粒子を含んでいるのが
好ましい。
【００３９】
　また、外壁部分３の重量増大を抑制するために、強化繊維の密度が高い外側層６の平均
厚さ（例えば、シリンダブロックの周方向における平均の厚さ）は、内側層５の平均厚さ
よりも小さくなるように設定されているのが好ましい。ここで、平均厚さとは、ボスやリ
ブが形成されていない平面部分の厚みの平均値を意味する。
【００４０】
　本実施形態の外側層６は、図２に示されるように、電気絶縁性の強化繊維を含む樹脂か
らなるシート６ａ、６ｂ、６ｃが当該外側層６の厚さ方向に積層されることによって構成
されている。シート６ａ、６ｂ、６ｃは、例えば、強化繊維が面内方向に配向されたシー
トであって、例えば、強化繊維が面内においてランダムな方向に配向された不織布からな
るシートであってもよい。なお、強化繊維はシートの面内において所定の方向に配向して
いてもよい。
【００４１】
　ボス部７は、外壁部分３に締付力を与えるねじ部材が螺合するねじ孔７ａが形成された
スチールなどの金属製の筒状部材である。ボス部７は、外壁部分３にインテークマニホー
ルド、エキゾーストマニホールドなどのエンジン構成部品やセルモータなどの補機をボル
ト締結するために用いられる。
【００４２】
　ボス部７は、外側層６に接触するように外壁部分３の外周面の適宜の位置に取り付けら
れている。本実施形態では、内側層５および外側層６の両方がガラス繊維などの電気絶縁
性を有する繊維強化樹脂で形成されているので、ボス部７は、図２に示されるように外側
層６および内側層５の両方に接触するように取り付けられていてもガルバニック腐食のお
それが低い。
【００４３】
　外側層６は、ボス部７の外周面の少なくとも一部に固着するように形成されており、こ
れによって、ねじ部材をボス部７に締結したときの締付け力に対する強度を確保すること
が可能である。図２に示される例では、外側層６の各シート６ａ、６ｂ、６ｃにおけるボ
ス部７周囲の開口縁の部分がボス部７の外周面に固着して締付け力に対する強度を確保し
ている。
【００４４】
　内側層５における強化繊維の体積比率は、シリンダブロック１の保温性の確保の観点か
ら７０％未満であるのが好ましい。その理由は、以下の通りである。
【００４５】
　図３のグラフでは、強化繊維としてガラス繊維を用いた場合において、ガラス繊維（Ｇ
Ｆ）配合率ｃ（体積％）と熱伝導率λ（Ｗ／ｍ・Ｋ）との関係を４種類の異なる関係式か
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ら求めたグラフである。Ｉは複合則から求めた直線、ＩＩは直列式から求めた曲線、ＩＩ
ＩはＭａｘｗｅｌｌの式から求めた曲線、ＩＶはＭｅｒｅｄｉｔｈの式から求めた曲線で
ある。
【００４６】
　なお、直列式とは、ガラス繊維樹脂をガラス繊維および樹脂が直列接続された直列モデ
ルとして当該モデル全体の熱伝導率を求める式である。
【００４７】
　図３のグラフを見れば、直線Ｉでは、ＧＦ配合率ｃが高くなるのに比例して熱伝導率λ
が一定割合で高くなるが、他の曲線ＩＩ～ＩＶではＧＦ配合率ｃが７０％以上になると急
激に熱伝導率λが上昇し、保温性が低下することが分かる。この図３のグラフを見れば、
シリンダブロック１の保温性を確保するためには７０％未満であるのが好ましいことが理
解される。
【００４８】
　上記のような繊維強化樹脂からなる内側層５および外側層６の２層構造の外壁部分３を
製造する場合、例えば、金型の空間部内周面に外側層６を構成する複数のガラス繊維を含
む不織布シートを１枚配置または複数枚積層して配置し、その後、内側層５の材料となる
ガラス繊維の短繊維を含む溶融樹脂材料を金型に注入することによって、上記２層構造の
外壁部分３を製造することが可能である。
【００４９】
　（本実施形態の特徴）
　（１）
　本実施形態のシリンダブロック１は、シリンダブロック１は、シリンダが形成された本
体部分２と、当該本体部分２の外周を取り囲む繊維強化樹脂製の外壁部分３と、外壁部分
３に取り付けられた金属部材としてのボス部７とを備えている。外壁部分３は、本体部分
２の外周を取り囲む内側層５と、当該内側層５の外周を取り囲む外側層６とで構成されて
いる。外側層６に含まれる強化繊維の密度は、内側層５に含まれる強化繊維の密度よりも
高くなるように設定されている。ボス部７は、外側層６に接触するように外壁部分３に取
り付けられている。外側層６に含まれる強化繊維は、電気絶縁性の強化繊維である。
【００５０】
　この構成では、シリンダブロック１の外壁部分３は、内側層５と外側層６とからなる２
層構造で構成され、かつ、外側層６に含まれる強化繊維は、内側層５に含まれる強化繊維
よりも密度が高くなるように設定されている。これにより、外壁部分３における外側層６
の剛性を向上させることが可能である。それとともに内側層５の強化繊維の密度を外側層
６と比較して相対的に低くすることによって内側層５における熱浸透率を低下させ、本体
部分２から内側層５への熱伝達を抑制することが可能であり、これにより、シリンダブロ
ック１の保温性能の低下を抑制することが可能である。
【００５１】
　また、ボス部７は外側層６に接触するように外壁部分３に取り付けられ、外側層６に含
まれる強化繊維が電気絶縁性の強化繊維であるので、炭素繊維のように導電性を有する強
化繊維とボス部７との間で発生するガルバニック腐食を抑制することが可能である。
【００５２】
　（２）
　本実施形態のシリンダブロック１では、外側層６の平均厚さは、内側層５の平均厚さよ
りも小さくなるように設定されている。
【００５３】
　外壁部分３において外側層６における強化繊維の密度が内側層５よりも高く設定されて
いることによって、外壁部分３の重量が増大することが懸念されるが、上記のように外側
層６の平均厚さが内側層５の平均厚さよりも小さくなるように設定されているので、外側
層６は内側層５よりも薄く形成され、シリンダブロック１の重量増大を抑制することが可
能である。
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【００５４】
　（３）
　本実施形態のシリンダブロック１では、内側層５は、中空粒子を含んでいるのが好まし
い。内側層５が中空粒子を含むことにより、外壁部分３をより軽量化することが可能であ
る。また、内側層５が中空粒子を含有することにより、内側層５の保温効果を向上するこ
とも可能である。
【００５５】
　（４）
　本実施形態のシリンダブロック１では、金属部材としてのボス部７は、外壁部分３に締
付力を与えるねじ部材が螺合するねじ孔７ａが形成された筒状部材である。外側層６は、
筒状部材の外周面の少なくとも一部に固着するように形成されている。
【００５６】
　かかる構成では、強化繊維の密度が高い外側層６が筒状部材の外周面に固着することに
より、ボルトなどのねじ部材の締付け力に対する外壁部分３の強度を確保することが可能
である。
【００５７】
　（５）
　本実施形態のシリンダブロック１では、内側層５に含まれる強化繊維は、電気絶縁性の
強化繊維である。ボス部７は、外側層６および内側層５の両方に接触するように取り付け
られている。
【００５８】
　この構成では、外側層６だけでなく内側層５に含まれる強化繊維も電気絶縁性の強化繊
維であるので、ボス部７が外側層６および内側層５の両方に接触するように取り付けられ
ている場合でも、ガルバニック腐食を回避することが可能である。
【００５９】
　（６）
　本実施形態のシリンダブロック１では、内側層５における強化繊維の体積比率は、７０
％未満である。この構成では、内側層５の保温性を確保することが可能である。
【００６０】
　（７）
　本実施形態のシリンダブロック１では、外側層６は、電気絶縁性の強化繊維を含む樹脂
からなるシート６ａ、６ｂ、６ｃが当該外側層６の厚さ方向に積層されることによって構
成されている。この構成では、外壁部分３を形成する際に外側層６の厚さを容易かつ精度
よく管理することが可能である。なお、シート６ａ、６ｂ、６ｃを積層する際に成形のし
やすさ等のためにシート間に接着剤層が存在していても良い。
【００６１】
　（８）
　本実施形態のシリンダブロック１では、電気絶縁性の強化繊維は、ガラス繊維、アラミ
ド繊維およびバサルト繊維からなる群から選択された少なくとも1種の繊維である。これ
らの繊維は、いずれも電気絶縁性を有しており、ボス部７との間におけるガルバニック腐
食を回避することが可能であり、しかも外壁部分３を強化する強化繊維として十分な強度
を有し、かつ市場で入手しやすい。なお、本件発明の主旨から、電気絶縁性を有するとは
、ガルバニック腐食を回避できる程度の絶縁性を有していれば十分であり、必ずしも完全
絶縁であることを必要としない。
【００６２】
　（変形例）
　（Ａ）
　上記実施形態では、図２に示されるように、外側層６の各シート６ａ、６ｂ、６ｃにお
けるボス部７周囲の開口縁の部分がボス部７の外周面に固着して締付け力に対する強度を
確保しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、外側層６は、筒状部材である
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ボス部７の外周面の少なくとも一部に固着するように形成されていればよく、ボス部７の
外周面全体に固着してもよい。
【００６３】
　すなわち、図４に示される本発明の変形例のように、外側層６のシート６ａ、６ｂが内
側層５に向けて折り曲げられることによって筒状部分１０を形成し、この外側層６の筒状
部分１０がボス部７の外周面全体に固着した構成であってもよい。この場合、外側層６の
筒状部分１０はボス部７の外周面と広い接触面積で接触して当該ボス部７を強固に支持す
るので、ねじ部材の締付け力に対する外壁部分３の強度を十分に確保することが可能であ
る。
【００６４】
　また、図４に示される変形例では、電気絶縁性の繊維強化樹脂からなる外側層６を構成
するシート６ａがボス部７の端部と内側層５との間に介在している。これにより、内側層
５がカーボン樹脂を含む層であってもガルバニック腐食を回避することが可能である。
【００６５】
　（Ｂ）
　上記実施形態では、図２に示されるように、外壁部分３の外側層６に取り付けられる金
属部材の一例としてインテークマニホールドのエンジン構成部品やセルモータなどの補機
を取り付けるための金属製のボス部７が例に挙げられているが、本発明の金属部材はボス
部７に限定されるものではなく、外壁部分３の外側層６に取り付けられる金属部材であれ
ば種々の部材が含まれる。
【００６６】
　例えば、本発明の他の変形例として、図５に示されるように、シリンダヘッドＨのフラ
ンジ部ＨＦをシリンダブロック１の上側Ａ１の端面にヘッドボルトで締結する構成におい
て、当該ヘッドボルトが上下方向Ａに挿入されるヘッドボルト孔１１ａを形成する金属製
の筒状部材１１が外側層６に取り付けられたシリンダブロック１であってもよい。
【００６７】
　この筒状部材１１は、本体部分２のシリンダ２ｂと同じように上下方向Ａに延びている
。図４の外壁部分３は、上記実施形態と同様に内側層５および外側層６の２層構造を有し
ている点では共通するが、外側層６の構成が異なる。すなわち、図４の外側層６は、筒状
部材１１の外周を囲むようにシートを巻き付けることによって筒状に構成されている。外
側層６は、筒状部材１１の外周面全体に固着している。このシートは、例えば、ガラス繊
維などの電気絶縁性を有する強化繊維を含む不織布などからなるシートである。
【００６８】
　図５の外側層６は、筒状部材１１の下方まで延びる円筒状の延長部分６ａを有しており
、本体部２のボス部２ｄが挿入されている。
【００６９】
　図６に示される変形例では、シリンダヘッドＨをシリンダブロック１の上側Ａ１の端面
にヘッドボルトで締結する際には、当該ヘッドボルトを上下方向Ａに延びるヘッドボルト
孔１１ａに貫通させ、その後ヘッドボルトの先端部をボス部２ｄのねじ孔２ｅに螺合する
ことにより、シリンダヘッドＨおよびシリンダブロック１をヘッドボルトによって上下方
向から締結する。この際、ボルトによる上下方向Ａの締結力が筒状部材１１を通して外側
層６に作用するが、外側層６は、筒状部材１１の外周面全体に固着しているので、外側層
６は筒状部材１１の外周面と広い接触面積で接触して当該筒状部材１１を強固に支持する
ので、ヘッドボルトの締付け力に対する外壁部分３の強度を十分に確保することが可能で
ある。
【００７０】
　（Ｃ）
　上記実施形態では、内側層５および外側層６の両方が電気絶縁性を有する繊維強化樹脂
で形成されている構成であるが、外側層６のみが電気絶縁性を有する繊維強化樹脂で形成
されていてもよい。例えば、外側層６のみが電気絶縁性を有する繊維強化樹脂で形成され
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、内側層５がカーボン樹脂で形成されてもよい。その場合、上記変形例（Ａ）および図４
のように、電気絶縁性の繊維強化樹脂からなる外側層６を構成するシート６ａがボス部７
の端部と内側層５との間に介在するようにすれば、内側層５がカーボン樹脂を含む層であ
ってもガルバニック腐食を回避することが可能である。
【００７１】
　（Ｄ）
　上記実施形態では、内側層５に含まれる強化繊維の重量％がガラス繊維を用いる場合に
は３０重量％が設定されているが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明の変
形例として、例えば、上記の内側層５にカーボン繊維を含有させる場合は、カーボン繊維
を５重量％含有させてもよい。または、内側層５としてカーボン繊維を用いる場合には３
０重量％が設定され、さらに中空粒子としてガラスバルーンを３５重量％含有させて、シ
リンダブロック１の重量増大を抑制するとともに保温効果をより高めても良い。
【符号の説明】
【００７２】
１　シリンダブロック
２　本体部分
３　外壁部分
５　内側層
６　外側層
７　ボス部（金属部材）
７ａ　ねじ孔
１１　筒状部材（金属部材）
１１ａ　ヘッドボルト孔

【図１】 【図２】
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【図５】
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